
事業計画（施策1）（案）

【資料2】

実施支援主体

前期

（H26～28）

中期

（H29～30）

後期

（H31～35）

1.1

在宅医療

に関する

啓発

【実施方法】

①市民に対する

啓発用小冊子・

パンフレットの作

成・配布

市(長寿介護課、

保健センター)

・小冊子等作成

・在宅医療の必要性を様々な側面か

ら提供（1.2.2より）

・予算化（消耗品、冊子作成

費又は印刷製本費）

・当面は既製品をあたり、対

応が困難であれば作成委託

及び印刷製本費

【実施方法】

②市民に対し、

広報等の特集や

ホームページに

掲載

市(長寿介護課、

保健センター)

社会福祉協議会

地域包括支援セ

ンター

・市のホームページ

・困った際にすぐに相談できる体制が

あること

・広報紙等の活用（1.2.1より）

・予算化（包括の強化）

・広報等の等は社協だより

【実施方法】

③市民に対し、

外部講師等によ

るゆうゆう学級

における講座の

提供

市(生涯学習課) ・講演会（セミナー）

・具体的な対応事例列挙

・市民講座等

・在宅医療の必要性と具体的な内容

・最期の迎え方について

・最期まで在宅生活を送れるすばらし

さ

・ゆうゆう学級は、既事業。１

講座として在宅医療を入れ

る。

【実施方法】

④市民に対し、

社会福祉協議会 ・在宅で治療を受ける仕組みと、在宅

での治療も選択できるということ

備考施策１ 事務事業

事務事業の細目

戦略会議委員意見

実施時期

事務事業の内容

（目的・概要、実施方法等）

1.1.1

本人・家族へ

の在宅医療

に関する啓

発（ポスター・

パンフレット

等）

【小目的】

多くの市民が

冊子・パンフ

レット・広報・

ホームページ

等の各種媒

体に日常的

に触れ、在宅

療養の知識

を蓄積してい

る

【小目的】

多くの市民

が、様々な講

座を受講する

ことで、在宅

療養の知識

を蓄積してい

る

【大目的】

在宅で十分

療養生活が

可能であるこ

とや、どのよ

うなサービス

が受けられる

かの市民全

般の認知度

が向上してい

る

実

施

実

施

実

施

④市民に対し、

出前講座の提供

での治療も選択できるということ

【小目的】

定期的・継続

的なPR活動

に多くの市民

が触れ、在宅

医療への認

識を常に新

たにしている

【実施方法】

⑤特徴的な啓発

の実施

市（長寿介護課）

地域包括支援セ

ンター

・在宅医療キャンペーン

・6月6日、老老の日制定

・市役所、各出先機関等でのPR活動

冊子の配布などにあわせ、

より市民に受け入れられる

方法を検討

市民病院・医師

会・歯科医師会・

薬剤師会

介護保険サービ

ス事業者連絡

会・ケアマネ連絡

会

【実施方法】

②従事者に対

し、多職種合同

の研修会の開催

関係団体で調整 ・在宅医療の実態周知

・様々なグループでの勉強会（1.2.1よ

り）

・栄養士、鍼灸整復師等の医療職種

・業種ごと及び他職種合同の研修

・症例発表や研究会

・体験者の経過と最期の実状

・医療提供者が生き方、逝き方につ

いて意識できる機会（1.3.4より）

・痛みや不安を緩和する手段の検討

（1.3.4より）

1.1.2

在宅医療従

事者への在

宅医療に関

する研修

【大目的】

在宅医療に

関係する各

職種が、研修

を受講し、在

宅医療・介護

の知識・技術

等を深め、実

践しようとし

ている

【実施方法】

①従事者に対す

る、職種単位や

組織内での研修

会の開催

【小目的】

各職種が研

修を受講し在

宅医療への

知識を深め

ている

【小目的】

各職種が職

種横断的な

研修を受講

検

討

調

整

実

施

実

施

実

施

実

施

調

整の研修会の開催

【実施方法】

③ケアマネと医

療機関との連携

強化

市（長寿介護課）

地域包括支援セ

ンター

【小目的】

最期を自宅

で迎えられる

ことを見聞き

し、自らの希

望する最期

の迎え方を

考えられるよ

うになってい

る

【実施方法】

①市民に対す

る、講演会等の

実施

市（長寿介護課・

生涯学習課）

市民病院

地域包括支援セ

ンター

社会福祉協議会

・年齢に応じ「終末」について様々な

人と考え方等を話し合う場

・自宅で看取りをした体験談

・正しく対応すれば苦痛はより少なく

なること

・講演会(セミナー)（1.2.2より）

・講習会の開催（1.2.2より）

【小目的】

学校教育を

通じ、生命や

人生に対す

る考え・意識

を持つように

なっている

【実施方法】

②児童生徒に対

し、生命・人生に

ついての教育の

実施

市内小中学校

(教育委員会)

・学校での生命についての教育

・生命に関する幼少期からの教育

（1.3.4より）

【小目的】 【実施方法】 社会福祉協議会 ・映画「エンディングノート」の上映会

・栄養士、鍼灸整復師等の医療職種

との研修機会創設（1.3.1より）

・業種ごと及び多職種合同の研修

1.1.3

最期の迎え

方とその準

備に関する

啓発（セミ

ナー・冊子

等）

【大目的】

市民一人ひ

とりが、最期

の迎え方に

意識を持ち、

望みを明確

化し準備でき

るようになっ

ている

研修を受講

することで在

宅医療にお

ける多職種

連携の実践

的なノウハウ

を蓄え、実際

の連携につ

なげている

実

施

施

実

施

整

実

施

【小目的】

自らの希望

する最期の

迎え方を考

え、準備に向

け取り組める

ようになって

いる

【実施方法】

③市民に対し、

映画「エンディン

グノート」などの

上映やエンディ

ングノートの紹介

社会福祉協議会

市（長寿介護課・

生涯学習課）

地域包括支援セ

ンター

・映画「エンディングノート」の上映会

とエンディングノートの配布

・人生最期の具体や考え方

・市での遺産等の取扱に関する様式

提供

実

施

1



事業計画（施策1）（案）

【資料2】

実施支援主体

前期

（H26～28）

中期

（H29～30）

後期

（H31～35）

備考施策１ 事務事業

事務事業の細目

戦略会議委員意見

実施時期

事務事業の内容

（目的・概要、実施方法等）

1.2

在宅医療

に関する

情報整

理・提供

【小目的】

在宅医療の

提供者の状

況（供給量

等）が定期的

に把握・整理

されている

【実施内容】

①アンケート調

査などにより、医

療機関等に対

し、在宅医療及

び連携する介護

サービスの実施

状況等の照会及

び実施に向けた

課題の洗い出し

医師会

歯科医師会

薬剤師会

介護保険サービ

ス事業者連絡会

市（長寿介護課）

↓

在宅医療機構

・市内診療所への在宅医療に関する

意見聴取

・各医療機関や訪問看護ステーショ

ンの対応力、連携医療機関の有無の

把握

・在宅医療を推進させるためのアン

ケート調査（1.3.4より）

必要に応じて調査費等を予

算化

【小目的】

在宅医療の

需要者の状

況（需要量・

分布・ニーズ

等）が定期的

に把握・整理

されている

【実施内容】

②アンケート調

査などにより、利

用意向、利用に

際しての課題の

洗い出し

市 ・在宅医療を推進させるためのアン

ケート調査

市の各種アンケートにより実

施

【小目的】

関係機関で

共有すべき

情報が、逐次

【実施方法】

③個々の医療機

関等から、在宅

医療の実施状況

医師会

歯科医師会

薬剤師会

介護保険サービ

・往診診療所の情報更新

・訪問看護ステーション等所属の専

門職情報を関係機関で共有

関係機関の横の連携、意識

の高揚も図ることができる。

1.2.1

在宅医療に

関する情報

整理

【大目的】

在宅医療に

関し必要・参

考となる情報

が逐次・定期

的に収集・整

理されている

実

施

調

整

実

施

実

施

実

施

実

施

実

施

実

施

情報が、逐次

把握・整理さ

れている

医療の実施状況

(規定の様式)を

登録・更新

介護保険サービ

ス事業者連絡会

市（長寿介護課）

↓

在宅医療機構

【小目的】

入手・活用し

たい情報項

目が利用者

から定期的

に把握されて

いる

【実施方法】

①医療機関や高

齢者へのアン

ケートの実施

市（長寿介護課）

地域包括支援セ

ンター

・健康保険の実態や統計資料、アン

ケート等の整備

市民病院 ・急性期、回復期、慢性期、終末期で

の病院の機能の明確化

・在宅医療の内容、金額、地域で対

応可能な医療機関の紹介等

医師会 ・家族の協力の重要性を周知

【実施方法】

③市民に対し、

実施機関マップ

等を作成し配布

市（長寿介護課）

市内医療機関

・回覧板等の活用 1.2.1(2)の結果の整理

中期からは1.3.1③の情報も

反映

1.2.2

在宅医療に

関する情報

提供（ＨＰ・冊

子等）

【小目的】

当事者・家族

等が、必要な

情報提供を

受け、在宅療

養とするか等

を判断できる

ようになって

いる

【実施方法】

②退院等する市

民やその家族に

対する、退院調

整会議等での案

内

【小目的】

在宅医療を

希望する市

民が、実施機

【大目的】

在宅医療に

関する情報

が、必要な時

に迅速・的確

に入手できて

いる

整 施

実

実

施

実

施

実

施

実

施

実

施

調

整

等を作成し配布

（同内容を市

ホームページに

も掲載）

【実施方法】

④在宅医療を支

える医療機関や

訪問看護ステー

ション等の情報

紹介

市（長寿介護課）

地域包括支援セ

ンター

・在宅医療を支える施設を紹介

・在宅医療・介護や看取りに関する適

切な情報提供（1.3.4より）

・介護経験者の声の掲載

既存の事業内で対応

【小目的】

市民が窓口

を通じ気軽に

相談できてい

る

【実施方法】

①市民からの在

宅生活に関する

総合相談窓口機

能の強化

地域包括支援セ

ンター

↓

将来的には在宅

医療機構

資源や情報量により要員の

状況は変わる

【小目的】

在宅医療の

利用希望者

に、適切な療

養体制を整

え提供できて

いる

【実施方法】

②相談から利用

に向けた調整機

能の構築

市が中心となり

関係団体と調整

　　↓

在宅医療機構

運営費（補助金・委託料）が

発生

1.2.3

在宅医療相

談窓口の設

置

・保健所等で医師、訪問看護師、介

護士、保健師等から在宅医療に関す

る相談受付

・在宅医療に関する質問を一括して

受ける機関設置

・在宅医療の内容、金額、地域で対

応可能な医療機関の紹介等

・患者フォロー体制の運用状況を

FAX・メール等で医療機関へ確認

民が、実施機

関に関する

情報を随時

入手できるよ

うになってい

る

【大目的】

窓口に相談

することで、

在宅医療に

ついての不

安や疑問等

が解消され、

円滑に在宅

医療に移行

できている

実

施

調

整

実

施

実

施

調

整

設

立
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事業計画（施策1）（案）

【資料2】

実施支援主体

前期

（H26～28）

中期

（H29～30）

後期

（H31～35）

備考施策１ 事務事業

事務事業の細目

戦略会議委員意見

実施時期

事務事業の内容

（目的・概要、実施方法等）

1.3

在宅医療

提供体制

の整備

【小目的】

訪問診療を

行う医師が

十分な数い

る

【実施方法】

①在宅医療医の

拡充

市（長寿介護課）

医師会

・体制構築に向け、当番医を担う医師

確保

・在宅医療医の名前を知る

・在宅診療普及の活動、市民病院の

一部門としての推進、各医療機関で

の在宅部門新設、増設促進

研修会等の開催を通じ順次

意欲的な医師が訪問診療を

拡充

【小目的】

医療機関が

訪問診療医

を支えている

【実施方法】

②訪問診療医に

対する後方支援

病院の確保

市民病院

保健所

医師会

・在宅医療や入院に24時間対応可能

なグループを一定地域ごとに構築

・患者及び家族に不安や迷いを与え

ないこと

・病院と診療所の連携体制構築

・グループ診療体制構築

【小目的】

訪問診療医

の定期訪問

の間を看護

師がきめ細

かくフォロー

している

【実施方法】

③訪問看護師の

確保

介護保険サービ

ス事業者連絡会

【実施方法】

④在宅医療・介

護を推進する多

【小目的】

より効果的な

在宅医療の

市（市政戦略課・

協働推進課・長

寿介護課）

・在宅医療支援拠点の設立

・小学校区でのネットワーク構築

・在宅医療に関するシステム構築

1.3.1

在宅当番医

体制の構築

【大目的】

在宅医療を

支える医師

の診療体制

が整っている

実

施

実

施

調

整

実

施

護を推進する多

職種連携体制の

構築・運営のた

めの連絡調整、

運営状況の評

価・改善等を行う

仕組みの検討

【実施方法】

⑤その仕組みを

どのような組織

で動かしていくか

の検討

【実施方法】

⑥必要に応じて

関係者からなる

在宅医療機構の

創設

市（長寿介護課）

地域包括支援セ

ンター

【実施方法】

①多職種による

連携課題の解決

などの研修会の

実施

研修会等の開催を通じ順次

意欲的な訪問看護師・訪看

ステーション等が訪問診療

医と連携し訪問看護を開

始、提供を拡大

【実施方法】

②多職種による

市（長寿介護課）

医師会

介護保険サービ

ス事業者連絡会

↓

在宅医療機構

・業界全体としての仕組みづくり

・在宅生活に関わる他職種との情報

共有連携体制構築

・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや定期会議の導入

・入院施設保有の訪問看護ステー

ションの拡大

在宅医療の

提供に向け、

調整・評価改

善等がなされ

ている

寿介護課）

関係機関（市民

病院・医師会・歯

科医師会・薬剤

師会・介護保険

サービス事業者

連絡会・ケアマネ

連絡会・ボラン

ティア団体など）

・在宅医療に関するシステム構築

・訪問歯科診療（1.3.3より）

・予防訪問ケアの提供（1.3.3より）

・定期会議の充実（医療機関⇔医療

機関、医療機関⇔看護ステーション）

1.3.2

訪問看護と

の連携体制

構築

【大目的】

訪問診療医

の定期訪問

の間を、連携

する訪問看

護師がフォ

ローしている

【小目的】

研修会やカ

ンファレンス

を通じ、多職

種が連携して

いる

検

討

検

討

実

施

実

施

調

整

②多職種による

カンファレンスの

実施

【小目的】

研修により、

医師を補完

する高度な

訪問看護が

提供できるよ

うになってい

る

【実施方法】

③看護技術向上

への研修の実施

介護保険サービ

ス事業者連絡会

・患者・利用者と関係機関をつなぐボ

ランティア育成

・在宅生活維持の仕組みづくり

”ささえあい”の仕組みづくり

の中で実施

・医療情報共有システムの構築 推進体制を構築する中で、

人の力、システムの力でどこ

までの情報を共有できるか

検討

・多職種連携の法的な整備 国において整備されていくも

のである。

【小目的】

研修会を通

じ、多職種が

連携している

【実施方法】

①多職種による

連携課題の解決

などの研修会の

実施

市（長寿介護課）

医師会

介護保険サービ

ス事業者連絡会

↓

在宅医療機構

・連携を呼びかける人と呼びかけに

応える人づくり

・業界としての仕組みづくり

・在宅生活に関わる他職種との情報

共有連携体制構築

・在宅当番医と主治医が違う場合の

当番医に負担を掛けない体制

ケアマネと医師の懇談会な

ど既存の連携体制を強化

1.3.3

訪問介護と

の連携体制

構築

【大目的】

医師と連携し

た訪問介護

事業者が在

宅療養での

生活面を支

えている

調

整

実

施

実

施

当番医に負担を掛けない体制

・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや定期会議の導入

【小目的】

研修により、

医師を補完

する高度な

訪問介護が

提供できるよ

うになってい

る

【実施方法】

②介護技術向上

への研修の実施

介護保険サービ

ス事業者連絡会

・ヘルパーへの医療分野の研修

・講座等の勉強機会

【小区分】

マニュアルに

より看取りに

対する本人・

家族の不安

が払拭されて

いる

【実施方法】

①市民に対す

る、看取りまでの

段階別・状況別

の対応マニュア

ル作成

市（長寿介護課）

医師会

介護保険サービ

ス事業者連絡会

↓

在宅医療機構

・状況別のマニュアル作成

・終末期における家族の心構え、医

師・看護師との連携及び分担の明確

化

・家族が不安なく看取りができる十分

な説明と体制

【実施方法】

②全職種で看取

りに対する研修

の実施

医師会

介護保険サービ

ス事業者連絡会

↓

在宅医療機構

・連携のルールづくり

【実施方法】

③ターミナル期

における全職種

医師会

介護保険サービ

ス事業者連絡会

・全職種出席のターミナル期における

カンファレンス開催

えている

【小目的】

研修により、

在宅看取り

に対応する

医師等が増

える

1.3.4

在宅看取り

体制の構築

【大目的】

在宅で望ん

だ最期が迎

えられる

実

施

準

備

実

施

実

施

実

施

調

整

調

整

における全職種

によるカンファレ

ンスの実施

ス事業者連絡会

↓

在宅医療機構

施整
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事業計画（施策18）（案）

【資料2】

実施支援主体

前期

（H26～28）

中期

（H29～30）

後期

（H31～35）

18.1

サポート

の仕組み

づくり

18.1.1

ボランティア

の育成

【小目的】

中学校でのボラ

ンティア経験を継

続し、若い世代

が地域福祉活動

に参加している。

【実施方法】

①ジュニア奉仕

団卒団生の組織

化・活動継続

社会福祉協議会 Ｈ25　ジュニア奉仕団卒団

結成済

・活動内容について今後メ

ンバーと話し合いながら決

めていく

【小目的】

生涯学習活動が

地域福祉活動の

入口としてつな

がり、生涯学習

活動を経た支援

者が増える。

【実施方法】

②市民講座・生

涯学習等からの

ボランティア育成

の仕組み作り

福祉課 ・養成講座に関する主な既

存事業

ボランティアリーダースクー

ル（ボラセン）

ボランティアコーディネー

ター養成講座

（生涯学習課）

ボランティア養成講座

（社会福祉協議会）

・Ｈ25から社会福祉協議会

でも出前講座を開催

備考

事務事業の内容

（目的・概要、実施方法等）

【大目的】

地域福祉活

動に参加す

る支援者の

数が増える

・地域協議会の設置と共に、協議会内

にボランティア育成担当を設置

・ボランティアは小学校区単位で必要数

を確保

・行政提案型“はばたき”を利用し、既存

団体による広域的サポート体制構築

・地域企業に対するボランティア活動へ

の啓蒙・協力要請

・担う人材確保の方法検討

・ボランティア活動のノウハウについて

の出前講座開催

・個人ボランティア育成

・講座開催

・ボランティアの学習機会創設

・ボランティア活動現場の見学会

・研修体制（講義・実習）整備

・ニーズに対応するための講座開催

・各年代層に応じた育成の実施

・公的支援（ボランティア教育にあたる

人、また事業そのものへ）

施策１８ 事務事業

事務事業の細目

戦略会議委員意見

実施時期

実

施

実

施

でも出前講座を開催

（地域協議会への出前講座

も可能）

【小目的】

地域福祉活動の

核となる人材が

各地域にいる。

【実施方法】

③実践研修、養

成講座等による

地域福祉推進基

礎組織の中で地

域福祉活動を中

心となって推進

するネットワーク

委員の養成

社会福祉協議会 ・実践研修は地域福祉推進

基礎組織における地域課

題の解決に向けた動きの

中で行う研修

・ネットワーク委員の養成

講座は、社会福祉協議会

で実施しているボランティア

養成講座の中で実施する。

検

討

実

施

【小目的】

お互いの特性を

生かしながら、協

働できる環境が

つくられ、活動を

継続していくモチ

ベーションが保た

れている。

【実施方法】

④活動種別毎に

（高齢者・障がい

者・児童等）ボラ

ンティアが一同

に会する「ボラン

ティアの想いをつ

なぐグループミー

ティング」の開催

社会福祉協議会 ・「ボランティアの想いをつ

なぐグループミーティング」

とは、ボランティア活動の意

義や必要性についての理

解を深め、活動継続のモチ

ベーションを高める会のこ

と

・地区ボランティア連絡協

議会をベースに地域福祉

基礎組織を意識した方向で

進めていく

【小目的】

無償では継続が

難しい内容の活

動が増えていく。

⑤ポイント制にす

るかどうか或い

は対象とする活

動の範囲などボ

ランタリーアク

ションの導入に

向けた検討及び

福祉課

協働推進課

社会福祉協議会

・ボランタリーアクションと

は、住民参加型サービスの

ことで、ポイント制や有償な

どのこと。

※27年度以降の要支援1、

2の方の支援方法について

検

討

実

施

実

施

向けた検討及び

育成・支援

2の方の支援方法について

は早めの準備が必要であ

る。

※地域協議会の進め方に

よっては、各地域協議会ご

とに有償のメニューに差が

出ることも想定される。
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事業計画（施策18）（案）

【資料2】

実施支援主体

前期

（H26～28）

中期

（H29～30）

後期

（H31～35）

備考

事務事業の内容

（目的・概要、実施方法等）

施策１８ 事務事業

事務事業の細目

戦略会議委員意見

実施時期

18.1.2

地域でのサ

ポート体制・

受け皿の整

備

【小目的】

地域の課題や情

報の共有が図ら

れ、学べる場が

ある。

【実施方法】

①地域座談会の

開催

福祉課

社会福祉協議会

協働推進課

※協働推進課は

地域協議会立ち

上げまでの間

当面は、知識経験者からの

アドバイスも含め市と社会

福祉協議会がリードする形

で進めていくが、最終的に

は地域協議会単位で地域

座談会が自主的に開催さ

れる環境が整えばと考えて

いる。

【小目的】

制度に基づく

サービスを利用

するほどではな

いが、日常生活

に不安のある

方々へのちょっと

した見守りができ

ている。

②要支援者の見

守りネットワーク

の構築

福祉課

長寿介護課

社会福祉協議会

民生児童委員

地域包括支援セ

ンター

最終的な実施主

体

地域協議会

・「要援護者の見守りネット

ワーク」とは、地域住民の

お互いの助け合い意識で、

日頃からのふれあいや交

流が見守りとなること

・地域協議会のモデル地区

で見守り内容、担い手、実

施方法について検討

※主は高齢者の見守りに

なると考えている。

【小目的】 ③地域協議会へ 協働推進課

【大目的】

ご近所同士

がお互いに

支えあえるよ

う、助けてほ

しい人・内容

と、助けてあ

げたい人・内

容が円滑に

マッチングさ

れる仕組み

が機能してい

る

・地域協議会を単位に登録及びマッチン

グ

・学区単位に仕組みを動かす中心人

物、行政区ごとにサブとなる人物を設定

・学区単位での仕組みを動かす「場」と

「資金」

・行政区内の組織の協力が必要

・担い手がいない場合の隣接地区等か

らの応援

・広く活動できるなど柔軟な体制整備

・各地域協議会での活動の有償・無償、

登録制の在り方について設定

・市公認ボランティアの創設

・地域協議会を単位に生活サポートボラ

ンティアを組織

・地域の中での講習会開催

・ボランティアセンター、市の関係機関の

連携強化

・隣組の仲間づくり

・地域３あい事業を通じた啓発

・ボランティア交通手段のシステム構築

・専門知識保有者の協力体制強化

実

施

検

討

実

施

【小目的】

活動資金の交付

や市職員(地域

パートナー)の支

援により地域協

議会活動が円滑

に機能する。

③地域協議会へ

の交付金や地域

パートナー制度

の創設

協働推進課

【小目的】

地域協議会が相

談や支援を必要

とする場面でアド

バイス等が行わ

れている。

④地域福祉推進

基礎組織におけ

るリーダーの配

置・育成

福祉課

社会福祉協議会

地域福祉推進基礎組織を

機能させるためにはコー

ディネート機能が重要とな

る。そこでこの組織にCSW

的な動きができる人員2名

と事務員1名を配置する。

地域福祉推進基礎組織に

おいて下記の役割を担って

いただける方の育成支援を

行う。

・地域福祉活動の推進役

・地域と行政機関等とのパ

イプ役

・アドバイスだけでなく実践

活動ができる

18.1.3

ボランティア

情報とりまと

【大目的】

ボランティア

を必要とする

【小目的】

福祉推進員を中

心とした地域の

【実施方法】

身近な地域でボ

ランティアの交

社会福祉協議会

地域協議会

・幅広い情報収集

・詳細な取りまとめ

・サポート内容等の分かりやすいとりま

・ボランティア活動の意義

や必要性についての理解

を深めていただくとともに活

・専門知識保有者の協力体制強化

・「仕組み」として働く体制整備

・必要経費が伴うものに自己負担、利用

料（有償ボランティア）を導入し、少額で

も支払う（報償）システム

・在宅医療機関と連携した役割の明確

化と組織の構築

・医師の指導による体制づくり

・地域サポート体制は、高齢者等の見守

り、高齢者等の集いの場の提供、ちょっ

とした手伝い

・継続性のある活動実施

・地域の実情に合ったボランティアの組

織化と登録方法

・遠慮なくサポートを受けられ、住み慣

れた地域で安心して生活できる仕組み

づくり

・声を出しあい、支えあう関係づくり

実

施

検

討

実

施

検 実情報とりまと

め

を必要とする

市民、ボラン

ティアをした

い市民の情

報が迅速・容

易に集約さ

れる

心とした地域の

中での調整役

が、地域の支援

ニーズを収集し

ている。

ランティアの交

流、情報交換の

場づくり及びボラ

ンティア活動内

容の情報の収集

・サポート内容等の分かりやすいとりま

とめ

を深めていただくとともに活

動を続けることのモチベー

ションを高めるために「ボラ

ンティアの想いをつなぐグ

ループミーティング」を開催

する。

・地域協議会に対するボラ

ンティア情報については、

社会福祉協議会が連携・支

援を行いながら進めてい

く。

・地域内（小学校区）での活

動を希望される方は地域協

議会へ登録、市全域での

活動を希望される方はボラ

ンティアセンターへ登録

18.1.4

ボランティア

情報提供

【大目的】

ボランティア

を必要とする

市民、ボラン

ティアをした

い市民が、必

要な情報を

容易に入手

【小目的】

調整役による調

整により、支援を

希望する者への

支援したい者に

よる支援が円滑

になされている。

【実施方法】

①ボランティア活

動を行いたい人

とボランティアの

応援を受けたい

人・組織などをつ

なぐなどのボラン

ティア活動の調

社会福祉協議会

地域協議会

※コーディネート機能として

はボランティアセンターが

担う部分と地域協議会が担

う・担える部分が想定され

る。

※スポットボランティア制度

は地域協議会で可能では

・市民への市内全域情報提供

・コーディネーターの設置

・地域協議会との業務分担

・ボランティアグループの中で地域の中

で活動できる個々の体制づくり

・利用者への提供時間や地域等の提示

・社協ボランティアセンター登録ボラン

ティア、市民活動センター登録団体の共

検

討

実

施

検

討

実

施

容易に入手

できる

ティア活動の調

整

は地域協議会で可能では

ないかと考える。

※登録ボランティアに対す

る研修は既存メニューの見

直しによりボランティアセン

ターにて実施可能。

【小目的】

ボランティア活動

の情報が身近な

場所で得られ

る。

【実施内容】

②ボランティアセ

ンターにおける

ボランティア閲覧

コーナーの充実

や各区でボラン

ティア活動情報

を回覧するなど

の情報提供の充

実

社会福祉協議会

地域協議会

地域協議会への情報につ

いてはボランティアセンター

からボランティア情報を発

信していく

18.1.5

地域外の事

業者の情報

提供

【大目的】

地域内で対

応困難な支

援や、地域外

からの支援を

希望する場

合に、支援先

を容易に入

手できる

【小目的】

市と社会福祉協

議会の支援によ

り、地域で対応

困難な支援も実

施できている。

【実施内容】

市の地域パート

ナー制度と連携

できる社会福祉

協議会における

地域支援体制づ

くり

福祉課

協働推進課

社会福祉協議会

地域協議会

・業務としてできる範囲の明確化と委託

の検討

・有償サービスの適正価格の検討

・適度な利益を得られるような体制構築

・他地域でボランティアを依頼する際の

地域協議会の役員同士での連携

・様々な広報紙の活動

・地域内の確保できないサポート内容へ

の対応

・委託事業については全庁

的な業務見直しによる対応

が必要

・地域協議会で対応できな

い部分については社会福

祉協議会の支援において

対応する。

ティア、市民活動センター登録団体の共

通一覧表作成

・ボランティア活動の報告

検

討

実

施

検

討

実

施

手できる の対応

・他地域へボランティアを依頼できる仕

組みの構築

※意見については地域福祉計画策定時にも同様な意見もあり地域福祉推進基礎組織の活動として、意見の様な動きができる支援は必要と考えています。
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